
 
 

 

 

受付番号票貼付欄 

 

 

 

 

特定非営利活動法人設立登記申請書 

 

   フリガナ 

 １．名 称 

 

 １．主たる事務所 

 

 １．登記の事由     令和  年  月  日設立の手続終了 

 

１．登記すべき事項 

「名称」特定非営利活動法人○○                              

「主たる事務所」○県○市○町○丁目○番○号                  

「目的等」                                                  

 目的及び事業                                              

 この法人は、○○に対して、○○に関する事業を行い、○○に寄与することを 

 目的とする。                                              

 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

 １ ○○活動                                              

 ２ ○○活動                                              

 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。      

 １ 特定非営利活動に係る事業                              

（１）○○事業                                              

（２）○○事業                                              

 ２ その他の事業                                          

（１）○○事業                                              

（２）○○事業                                              

（※ 特定の理事（理事長等）のみが法人を代表する旨の定款の定めがある場合）定款に理事

長等に選定された特定の理事のみが法人を代表する旨の定めがある場合には、当該理事長

等に選定された理事のみを「理事」の資格で登記することとなります。この場合には、 

次のように記載します。 

「役員に関する事項」                                        

「資格」理事                                                

「住所」○県○市○町○丁目○番○号                          

「氏名」○○○○                                            

  

（※ 理事が各自法人を代表する場合） 



 
 

理事が各自法人を代表する場合には、理事全員を登記することとなります。この場合には、

次のように記載します。 

「役員に関する事項」                                        

「資格」理事                                                

「住所」○県○市○町○丁目○番○号                          

「氏名」○○○○                                            

「役員に関する事項」                                        

「資格」理事                                                

「住所」○県○市○町○丁目○番○号                          

「氏名」○○○○                                            

「役員に関する事項」                                        

「資格」理事                                                

「住所」○県○市○町○丁目○番○号                          

「氏名」○○○○                                            

「解散の事由」○○                                          

「登記記録に関する事項」設立                                

 

 １．認証書到達の年月日 令和  年  月  日 

 

 １．添付書類 

定款                   １通 

認証書                  １通 

就任承諾書                 通 

委任状                  １通 

 

上記のとおり登記の申請をします。                              

 

令和  年  月  日 

 

 申請人 （主たる事務所） 

    （名称） 

 

理事  （住所） 

    （氏名） 

 

連絡先の電話番号 

 

 法務局    支 局 御中 

       出張所 

  

登記所届出印↓ 



 
 

  定款の記載例（特定の理事（理事長等）のみが法人を代表する場合） 

（詳しくは、所轄庁にお問い合わせください。） 

 

特定非営利活動法人○○会定款 

 

第１章   総 則 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人○○会という。 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を○県○市○町○丁目○番○号に置く。 

（注）定款に定める主たる事務所の所在地は最小行政区画まででも構いません。ただし、

その場合には、「○丁目○番○号」まで含んだ主たる事務所の所在場所を理事会等で

決定し、当該理事会議事録等を申請書に添付しなければなりません。 

第２章   目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、○○に対して、○○に関する事業を行い、○○に寄与する

ことを目的とする。 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活

動を行う。 

（１）○○活動 

（２）○○活動 

（事業） 

第５条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） 特定非営利活動に係る事業  

１ ○○事業 

２ ○○事業 

（２） その他の事業  

１ ○○事業 

２ ○○事業 

２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第１号に掲げる事業に支障がない限り行う

ものとし、収益を生じた場合は、同項第１号に掲げる事業に充てるものとす

る。 

 第３章 会員 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、次の○種とし、正会員をもって特定非営利活動促進

法（以下「法」という。）上の社員とする。 

（１）正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 

（２）賛助会員 この法人の事業を賛助する個人又は団体で、理事長が推薦す

るもの 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

第４章 役員及び職員 

（種別及び定数） 

第13条 この法人に次の役員を置く。 



 
 

（１）理事 ○人以上○人以内 

（２）監事 ○人 

理事のうち、１人を理事長、○人を副理事長とする。 

（選任等） 

第14条 理事又は監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内

の親族が１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内

の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

（職務） 

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

（注）この定めがある場合には、第14条第１項の規定に基づき、理事の互選により理事長

に選定された理事のみが法人を代表し、それ以外の理事は、代表権を有しないことと

なるため、理事長に選定された理事のみを「理事」として登記することとなります。 

２ 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。 

３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたと

きは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

４ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この

法人の業務を執行する。 

５ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

（１）○○ 

（２）○○ 

  ・・・・・・ 

（任期等） 

第16条 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の

末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 

３ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又

は現任者の任期の残存期間とする。 

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職

務を行わなければならない。 

（欠員補充） 

第17条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、

遅滞なくこれを補充しなければならない。 

（解任） 

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、こ

れを解任することができる。・・・・・・ 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

第５章 総会 

（種別） 

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

（構成） 

第22条 総会は、正会員をもって構成する。 

 



 
 

（権能） 

第23条 総会は、以下の事項について議決する。 

（１）定款の変更 

（２）解散 

・・・・・・ 

（開催） 

第24条 通常総会は、毎事業年度○回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

（１）○○ 

（２）○○ 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

（定足数） 

第27条 総会は、正会員総数の○分の○以上の出席がなければ開催することがで

きない。 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

第６章 理事会 

（構成） 

第31条 理事会は、理事をもって構成する。 

（権能） 

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。 

（１）○○ 

（２）○○ 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

第７章 資産及び会計 

（資産の構成） 

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

（１）○○ 

（２）○○ 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

（事業年度） 

第49条 この法人の事業年度は、毎年○月○日に始まり翌年○月○日に終わる。 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

第８章 定款の変更、解散及び合併 

第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の○

分の○以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第３項に規定する以下の事

項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 

（１）○○ 



 
 

（２）○○ 

・・・・・・ 

（解散） 

第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

（１）○○ 

（２）○○ 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

第９章 公告の方法 

（公告の方法） 

第55条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、○○に掲載

して行う。 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

理事長  ○○○○ 

副理事長 ○○○○ 

理事   ○○○○ 

同    ○○○○ 

・・・ 

監事   ○○○○ 

同    ○○○○ 

・・・ 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第１６条第１項の規定にかかわらず、

成立の日から○年○月○日までとする。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は､第○条の規定にかかわら

ず、設立総会の定めるところによるものとする。 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第○条の規定にかかわらず、成立の日か

ら○年○月○日までとする。 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

（注）これは、当法人の定款である。 

○県○市○町○丁目○番○号 

特定非営利活動法人○○会 

    理 事  ○○○○ 

 

 

（注）登記申請書に定款を添付するには、上記のように、定款の末尾に法人の定款である旨、特定非営利活

動法人の主たる事務所及び名称並びに理事の資格及び氏名を記載してください。 

  



 
 

 定款の記載例（理事が各自法人を代表する場合） 

（詳しくは、所轄庁にお問い合わせください。） 

 

特定非営利活動法人○○会定款 

 

第１章   総 則 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人○○会という。 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

第４章 役員及び職員 

（種別及び定数） 

第13条 この法人に次の役員を置く。 

（１）理事 ○人以上○人以内 

（２）監事 ○人 

（選任等） 

第14条 理事又は監事は、総会において選任する。 

２ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の

親族が１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親

族が役員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

３ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 

（職務） 

第15条 理事は各自この法人を代表する。 

（注）この定めがある場合には､理事全員が代表権を有するため､理事全員を登記することとなります。 

２ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法

人の業務を執行する。 

３ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

（１）○○ 

（２）○○ 

  ・・・・・・ 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

 

 

附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 

理事   ○○○○ 

同    ○○○○ 

同    ○○○○ 

同    ○○○○ 

・・・ 

監事   ○○○○ 



 
 

同    ○○○○ 

・・・ 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第１６条第１項の規定にかかわらず、成

立の日から○年○月○日までとする。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第○条の規定にかかわらず、

設立総会の定めるところによるものとする。 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第○条の規定にかかわらず、成立の日から

○年○月○日までとする。 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

 

（注）これは、当法人の定款である。 

○県○市○町○丁目○番○号 

特定非営利活動法人○○会 

    理 事  ○○○○ 

 

 

（注）登記申請書に定款を添付するには、上記のように、定款の末尾に法人の定款である旨、特定非営利活

動法人の主たる事務所及び名称並びに理事の資格及び氏名を記載してください。 

 

 

（参考）  
絶対的記載事項  （必ず記載しなければならない事項） 

（１）目的 
（２）名称 
（３）その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 
（４）主たる事務所及びその他の事務所の所在地 
（５）社員の資格の得喪に関する事項 
（６）役員に関する事項 
（７）会議に関する事項 
（８）資産に関する事項 
（９）会計に関する事項 
（10）事業年度 
（11）その他の事業を行う場合には、その種類その他の事業に関する事項 
（12）解散に関する事項 
（13）定款の変更に関する事項 
（14）公告の方法 

 



 
 

   就任承諾書の例（特定の理事（理事長等）のみが法人を代表する場合） 

(1) 理事としての就任承諾書 

理事長等に選定された理事についての理事に就任することについての承諾書を添付します。 

 

就任承諾書 

 

私は、今般理事に選任されたのでその就任を承諾します。 

 

令和○年○月○日 

 

○県○市○町○丁目○番○号 

         ○○○○    

 

特定非営利活動法人○○会 御中 

 

 

(2) 理事長としての就任承諾書 

理事長等に選定された理事についての理事長等に就任することについての承諾書を添付します。 

 

 

就任承諾書 

 

私は、今般理事長に選定されたのでその就任を承諾します。 

 

令和○年○月○日 

 

○県○市○町○丁目○番○号 

         ○○○○    

 

特定非営利活動法人○○会 御中 

 

 



 
 

  就任承諾書の例（理事が各自法人を代表する場合） 

 理事全員の就任承諾書を添付します。 

 

 

就任承諾書 

 

私は、今般理事に選任されたのでその就任を承諾します。 

 

令和○年○月○日 

 

○県○市○町○丁目○番○号 

         ○○○○    

 

特定非営利活動法人○○会 御中 

 

 

  



 
 

 委任状の例 

 
 

委 任 状 

 

○県○市○町○丁目○番○号 

         ○○○○ 

 

私は、上記の者を代理人に定め、次の権限を委任する。 

 

１ 当法人設立登記を申請する一切の件 

１  原本還付の請求及び受領の件（注１） 

なお、認証書到達の年月日は、令和○○年○○月○○日である。 

 

令和○年○月○日 

 

○県○市○町○丁目○番○号 

特定非営利活動法人○○会 

     理 事 ○○○○ ㊞ （注２）  

  

（注）１ 原本の還付を請求する場合に記載します。 

２ 当該理事が法務局に提出する印鑑を押します。 

 

 


